
出土品等整理作業とは

出土品等整理作業に入る前に

発掘調査が終わると、泥の付いた土器や石器、現場で取った図面や写真が残ります。これら発掘調
査の成果をまとめあげ、どのような遺跡なのか明らかにして「発掘調査報告書」という本にしていく
作業が出土品等整理作業です。発掘調査報告書は、地域の歴史を後世に残す大事なものです。細かい
作業を積み重ねて、１冊の本を作り上げていきます。

発掘調査が終わると、まず調査で出土した土器や石器等の遺物
の発見届を、１週間以内に警察に届けます。拾得物として届出を
出し、所定の期間が過ぎると文化財として認定されます。

（まこ）



落とします。

（まこ）
復元した土器をしっかり観察しながら実測台などの
いろいろな道具を使って方眼紙に図面を描きます。


